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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蒸気タービンを構成するロータの製造方法であって、
　当該ロータのうち所定の対象部位については、その他の部位に比べて残留応力を低減さ
せる工程であって、当該対象部位については、その加熱温度である焼戻し温度を、その他
の部位に比べて高い温度に設定して当該ロータの焼戻しを少なくとも１回行う工程である
焼戻し工程と、
　前記対象部位については、その他の部位に比べて、結晶粒を微細化させる工程と、
を有し、
　当該結晶粒を微細化させる工程は、
　　前記焼戻し工程の前に行われ、前記対象部位については、その加熱温度である焼入れ
オーステナイト化温度を、その他の部位に比べて低い温度に設定して当該ロータの焼入れ
を行う工程である焼入れ工程と、
　　当該焼入れ工程の前に行われ、その加熱温度である調質前焼鈍温度を、１０５０～１
３００℃に設定して当該ロータ焼鈍しを行う工程である調質前焼鈍工程と、
　を含み、
　前記ロータは、炭素が０．１５～０．３３％、ケイ素が０．０３～０．２０％、マンガ
ンが０．５～２．０％、ニッケルが０．１～１．３％、クロムが０．９～３．５％、モリ
ブデンが０．１～１．５％、バナジウムが０．１５～０．３５％、任意成分としてタング
ステンが１．０％以下、質量％で含有されており、残部が、鉄及び不可避的不純物である
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フェライト系合金鋼により構成されている
ことを特徴とする蒸気タービン用ロータの製造方法。
【請求項２】
　前記対象部位について、前記焼戻し温度は６６０～７００℃に設定されている
ことを特徴とする請求項１に記載の蒸気タービン用ロータの製造方法。
【請求項３】
　前記対象部位の焼入れオーステナイト化温度は、８８０～９１０℃に設定されている
ことを特徴とする請求項１に記載の蒸気タービン用ロータの製造方法。
【請求項４】
　前記焼戻し工程は、
　６００～７００℃に設定された第１段焼戻し温度に加熱して焼戻す工程である第１段焼
戻し工程と、
　当該第１段の焼戻し工程の後に行われ、６００～７００℃に設定された第２段焼戻し温
度に加熱して焼戻す工程である第２段の焼戻し工程と、
を含む
ことを特徴とする請求項１に記載の蒸気タービン用ロータの製造方法。
【請求項５】
　前記対象部位については、第１段焼戻し温度及び第２段焼戻し温度のうち少なくとも一
方が、その他の部位に比べて高い温度に設定されており、且つ当該温度は、６６０～７０
０℃に設定されている
ことを特徴とする請求項４に記載の蒸気タービン用ロータの製造方法。
【請求項６】
　第１段の焼戻し工程及び第２段焼戻し工程のうち少なくとも一方の工程において、前記
対象部位からその他の部位に向かうに従って焼戻し温度が低くなるように加熱する傾斜加
熱を行う
ことを特徴とする請求項５に記載の蒸気タービン用ロータの製造方法。
【請求項７】
　第２段焼戻し工程において傾斜加熱を行う場合、前記対象部位については、炉内で第２
段焼戻し温度に加熱し、その他の部位については、炉外に出した状態で、焼戻しを行う
ことを特徴とする請求項６に記載の蒸気タービン用ロータの製造方法。
【請求項８】
　前記蒸気タービンは、地熱発電に用いられるものであり、前記ロータは、腐食性ガスを
含む蒸気に曝されるものである
ことを特徴とする請求項１ないし請求項７のいずれか一項に記載の蒸気タービン用ロー
タの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、蒸気タービン用ロータの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　蒸気タービンには、地熱発電に用いられるものがある。地熱発電は、地下にある蒸気等
を地表に設けられた蒸気タービンに導き、当該蒸気の力により蒸気タービンのロータを回
転させる。このような地熱発電用の蒸気タービンに導入される天然の蒸気の温度は、一般
的な火力発電用蒸気タービンに導入される蒸気の温度に比べて低いものであり、例えば、
２００℃程度である。また、地熱発電において蒸気タービンに導入される天然の蒸気には
、硫化水素等、金属を腐食させる腐食性ガスが含まれていることがある。
【０００３】
　このような地熱発電用蒸気タービンのロータには、水素脆化（hydrogen embrittlement
）による割れ（以下、単に「水素割れ」と記す）が生じる場合がある。蒸気タービンのロ
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ータを構成する材料（以下、ロータ材と記す）には、引っ張り強さ、耐力、靱性等の機械
的性質や、耐腐食性に加えて、水素脆化による割れが生じない能力（以下、耐水素割れ性
と記す）が求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４７１３７９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した耐水素割れ性や耐腐食性を確保するため、地熱発電用蒸気タービンのロータ材
には、火力発電用蒸気タービンのロータ材として使用実績が豊富な１％ＣｒＭｏＶ鋼を基
に、さらに靱性を強化させた１～２％Ｃｒ系材料が使用されることが多い。
【０００６】
　ところで、地熱発電用の蒸気タービンのロータのうち、天然の蒸気に最初に曝される部
位などは、その他の部位に比べて腐食性が高い環境で使用されることがある。このような
部位については、その他の部位に比べて、特に水素割れが生じて、当該水素割れが進展し
やすいという問題があり、特に耐水素割れ性を向上させることが要望されている。
【０００７】
　そこで、本発明が解決しようとする課題は、蒸気タービン用ロータのうち、所定の対象
部位については、耐水素割れ性を向上させることが可能な蒸気タービン用ロータの製造技
術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の実施形態の蒸気タービン用ロータの製造方法は、蒸気タービンを構成するロー
タの製造方法であって、当該ロータのうち所定の対象部位については、その他の部位に比
べて残留応力を低減させる工程であって、当該対象部位については、その加熱温度である
焼戻し温度を、その他の部位に比べて高い温度に設定して当該ロータの焼戻しを少なくと
も１回行う工程である焼戻し工程と、前記対象部位については、その他の部位に比べて、
結晶粒を微細化させる工程と、を有し、当該結晶粒を微細化させる工程は、前記焼戻し工
程の前に行われ、前記対象部位については、その加熱温度である焼入れオーステナイト化
温度を、その他の部位に比べて低い温度に設定して当該ロータの焼入れを行う工程である
焼入れ工程と、当該焼入れ工程の前に行われ、その加熱温度である調質前焼鈍温度を、１
０５０～１３００℃に設定して当該ロータ焼鈍しを行う工程である調質前焼鈍工程と、を
含み、前記ロータは、炭素が０．１５～０．３３％、ケイ素が０．０３～０．２０％、マ
ンガンが０．５～２．０％、ニッケルが０．１～１．３％、クロムが０．９～３．５％、
モリブデンが０．１～１．５％、バナジウムが０．１５～０．３５％、任意成分としてタ
ングステンが１．０％以下、質量％で含有されており、残部が、鉄及び不可避的不純物で
あるフェライト系合金鋼により構成されている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の実施形態によれば、蒸気タービン用ロータのうち所定の対象部位については、
耐水素割れ性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１及び第２実施形態の蒸気タービン用ロータの一例と、その周辺構成を示す模
式図である。
【図２】第１及び第２実施形態の蒸気タービン用ロータ材の一例を説明する説明図である
。
【図３】第１及び第２実施形態の製造方法の熱処理条件を示す図である。
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【図４】第１及び第２実施形態の製造方法の熱処理が施された供試材の結晶粒度（G.S.No
.）、残留応力（最大引張応力）及び耐水素割れ性の判定結果を示す図である。
【図５】比較例の熱処理条件を示す図である。
【図６】比較例の熱処理が施された供試材の結晶粒度（G.S.No.）、残留応力（最大引張
応力）及び耐水素割れ性の判定結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１２】
　〔第１の実施形態〕
　第１の実施形態の製造方法が適用される蒸気タービン用ロータの一例について、図１を
用いて説明する。図１は、本実施形態の蒸気タービン用ロータと、その周辺構成を示す模
式図である。なお、図１においては、理解を容易にするため、動翼、静翼、ケーシングの
下側を省略している。
【００１３】
　図１に示すように、蒸気タービン１は、軸流式のターボ形流体機械であり、静翼３が内
側に結合されたケーシング５と、当該ケーシング５内において回転中心軸（図に一点鎖線
Ａで示す）を中心に回転する蒸気タービン用ロータ（以下、単に「ロータ」と記す）１０
とを有している。ロータ１０は、略円柱状をなして軸方向に延びている。ロータ１０には
、その周方向に複数の動翼１２が配列されている。ロータ１０の軸方向（一点鎖線Ａで示
す方向）において、動翼１２は、静翼３と対向して配列されており、静翼３と共に複数の
タービン段を構成している。
【００１４】
　蒸気タービン１は、図に矢印Ｆで示すように、ロータ１０の軸方向のうち一方側（以下
、上流側と記す）から蒸気が導入される。本実施形態の蒸気タービン１は、地熱発電に用
いられ、天然の蒸気が導入される。天然の蒸気には、硫化水素等、金属を腐食させる腐食
性ガスが含まれている。よって、ロータ１０は、腐食性ガスを含む天然の蒸気に曝される
。
【００１５】
　特に、蒸気タービン１の上流側を構成するタービン段の近傍は、図１に示すように、天
然の蒸気が流入する部位であり、上述した腐食性ガスに曝されるため、特に、耐水素割れ
性が要求される。例えば、ロータ１０のうち、上流側の第１タービン段から第４タービン
段を構成する動翼１２が結合される結合部分（以下、羽根植込み部と記して図に破線で示
す）２０ａ，２１ａ，２２ａ，２３ａにおいては、動翼１２との隙間に、天然の蒸気に含
まれる腐食成分が析出し堆積することがある。このため、ロータ１０のうち羽根植込み部
２０ａ，２１ａ，２２ａ，２３ａをそれぞれ含む略円柱状をなしている部分（以下、段落
部と記して図に二点鎖線で示す）２０，２１，２２，２３においては、その他の部位に比
べて水素割れが発生しやすい。
【００１６】
　一方、蒸気タービン１の下流側（図示せず）においては、天然の蒸気が、タービン段に
おいて仕事をして凝縮してドレン化（液化）する。このため、蒸気中の腐食成分は、羽根
植込み部に堆積することなく、凝縮したドレンとともにタービンの外部に排出される。こ
のため、ロータ１０のうち蒸気タービン１の下流側の部位においては、水素割れが発生し
にくい。
【００１７】
　本実施形態のロータ１０においては、地熱蒸気が流入する蒸気タービンの上流側のター
ビン段の羽根植込み部２０ａ，２１ａ，２２ａ，２３ａをそれぞれ含む、段落部２０，２
１，２２，２３が、耐水素割れ性の向上が特に必要とされる部位であり、以下の説明にお
いて、「対象部位」と記す。また、本実施形態においては、ロータ１０のうち所定の対象
部位（段落部）２０，２１，２２，２３以外の部位を、以下の説明において「その他の部
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位」と記す。
【００１８】
　次に、本実施形態の蒸気タービン用ロータの製造方法で用いられるロータ材について、
図２を用いて説明する。図２は、本実施形態の蒸気タービン用ロータ材の一例を説明する
説明図である。なお、図２においては、一例として、評価に供されたロータ材（以下、供
試材と記す）の成分と、特許請求の範囲に示すロータ材の成分とを示している。供試材Ａ
，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇに対して、本実施形態の熱処理を行った結果については、後述
する。
【００１９】
　図２に示すように、蒸気タービン用ロータは、主要な部分が鉄（元素記号：Ｆｅ）で構
成された、いわゆるフェライト系合金鋼（ferritic alloy steel）で構成されている。当
該フェライト系合金鋼は、合金元素として質量％で、炭素（元素記号：Ｃ）が０．１５～
０．３３％、ケイ素（元素記号：Ｓｉ）が０．０３～０．２０％、マンガン（元素記号：
Ｍｎ）が０．５～２．０％、ニッケル（元素記号：Ｎｉ）が０．１～１．３％、クロム（
元素記号：Ｃｒ）が０．９～３．５％、モリブデン（元素記号：Ｍｏ）が０．１～１．５
％、バナジウム（元素記号：Ｖ）が０．１５～０．３５％、任意成分としてタングステン
（元素記号：Ｗ）が１．０％以下、含有されている。なお、本実施形態のフェライト系合
金鋼には、タングステンは含有されていない。
【００２０】
　加えて、当該フェライト系合金鋼には、製造上の必要に応じて、窒素（元素記号：Ｎ）
が０．００５～０．０１５％、質量％で含有されている。窒素は、焼入性を向上させ、大
型鋼塊であっても、その中心部位におけるフェライトの生成を抑制するので、ロータ材の
大径化に有効である。また、窒素は、マトリックス（主要金属）中に固溶して、Ｎｂ（Ｃ
，Ｎ）の炭窒化物として析出することにより、ロータ１０の高強度化に有効である。なお
、上述した元素以外にも、製造上混入が避けられない不純物（以下、不可避的不純物と記
す）が含まれるものとしても良い。
【００２１】
　次に、本実施形態の製造方法（熱処理方法）について、図３及び図４を用いて説明する
。図３は、本実施形態の製造方法の熱処理条件を示す図である。図４は、本実施形態の製
造方法の熱処理が施された供試材の結晶粒度、残留応力（最大引張応力）及び耐水素割れ
性の判定結果を示す図である。
【００２２】
　上述した本実施形態のロータ材は、一般的な方法により溶製されて得ることができ、得
られた高温の合金鋼には、鍛造等の熱間加工が施される。このような熱間加工を行った後
に、本実施形態の各種の熱処理が行われる。当該熱処理には、例えば、調質（quality he
at treatment）がある。調質とは、材質を安定させるために、焼入れにより硬化させた後
、比較的高い温度で焼戻す熱処理であり、以下の説明において単に「調質処理」と記す。
【００２３】
（１）調質前焼鈍工程
　本実施形態の製造方法においては、上述した調質処理工程を行う前に、焼鈍し（anneal
ing）を行う。以下に図３及び図４を用いて説明する。この工程においては、蒸気タービ
ン用ロータを所定の温度に加熱し、当該温度において保持した後、徐々に冷却する。これ
により、ロータ材を軟化させて内部にある歪を除去することができる。調質処理を行う前
において、当該焼鈍しを行う工程を、以下の説明において「調質前焼鈍工程」と記す。以
下に説明する調質前焼鈍工程は、上述した対象部位、及びその他の部位を含む蒸気タービ
ン用ロータの全体について行われる。
【００２４】
　本実施形態の調質前焼鈍工程において、その焼鈍しの加熱温度（以下、単に「焼鈍温度
」と記す）は、１０５０～１３００℃に設定される。一例として、図に示すように、焼鈍
温度は、１１５０℃又は１０５０℃に設定されている。調質前焼鈍工程においては、ロー
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タ材を、１０５０～１３００℃に設定された焼鈍温度に達するまで加熱し、当該焼鈍温度
を、所定の時間（以下、保持時間と記す）保持した後、炉冷又は空冷などの十分に遅い冷
却速度で徐々に冷却する。そして、その後の調質処理の焼入れ工程において対象部位につ
いて結晶粒の微細化を図る。なお、焼鈍温度の保持時間は、５時間に設定されている。
【００２５】
　なお、焼鈍温度の下限値が１０５０℃に設定されるのは、鍛造などの熱間加工工程で生
じた歪を除去するためであり、また、粗大な炭化物や炭窒化物をマトリックス（主要金属
、母材）中に固溶させて均質な組織にするためには１０５０℃以上の焼鈍温度が必要だか
らである。１０５０℃未満では、当該工程の後に実施する調質処理工程で、ロータ材に要
求される品質や材料特性が得られなくなる。
【００２６】
　また、焼鈍温度の上限値が１３００℃に設定されるのは、１３００℃を超えると焼鈍炉
の寿命を著しく短くしてしまうため、実際の製造上において不適切であるためである。こ
のため、焼鈍温度は、１０５０℃～１３００℃の範囲に設定される。なお、焼鈍温度は、
同様の理由により、下限値を１１００℃に設定し、且つ上限値を１２５０℃に設定するこ
とがより好適である。
【００２７】
　このような温度での調質前焼鈍工程を行うことにより、ロータ材内部の歪みを除去する
と共に、比較的高い割合でパーライト組織を生成することができる。調質前焼鈍工程にお
いて生成される当該パーライト組織の割合が高いほど、下記に説明する調質処理を行った
後、結晶粒が微細化する。すなわち、結晶粒を微粒化させる工程には、上述した調質前焼
鈍工程が含まれる。
【００２８】
（２）調質処理
　（２－１）焼入れ工程
　本実施形態の調質処理においては、まず、焼入れ（quenching）を行って、ロータ材の
組織をオーステナイト化する。この工程においては、ロータ材を加熱し、所定の加熱温度
（以下、焼入れオーステナイト化温度と記す）に保持してから、ロータ材を急冷する。こ
れにより、ロータ材の組織を、オーステナイト化する。この焼入れにより当該組織をオー
ステナイト化する工程を、以下の説明において、単に「焼入れ工程」と記す。
【００２９】
　本実施形態の焼入れ工程において、その焼入れオーステナイト化温度は、ロータのうち
、耐水素割れ性が特に必要とされる対象部位については、その他の部位に比べて低い温度
に設定される。その他の部位の焼入れオーステナイト化温度は、９１０～９５０℃に設定
される。一方、対象部位の焼入れオーステナイト化温度は、その他の部位に比べて低い温
度である８８０～９１０℃に設定される。このようなオーステナイト化温度で焼入れを行
うことにより、本実施形態の焼入れ工程は、ロータのうち対象部位について、その他の部
位に比べて結晶粒を微細化させることができる。すなわち、結晶粒を微粒化させる工程に
は、当該焼入れ工程が含まれる。
【００３０】
　図３に示すうように、焼入れオーステナイト化温度は、その他の部位については、９２
０℃に設定されており、対象部位については、その他の部位に比べて低い温度である９０
０℃に設定されている。焼入れ工程においては、ロータ材を、上述した焼入れオーステナ
イト化温度に達するまで加熱し、当該焼入れオーステナイト化温度を、所定の保持時間、
保持した後、ロータに対して水を霧状にして吹き付けることにより、急速に冷却する。な
お、本実施形態において、焼入れオーステナイト化温度の保持時間は、５時間に設定され
ている。
【００３１】
　対象部位について結晶粒の微細化を図ることにより、微細化を図らない場合と比べて、
水素割れによるき裂が発生する寿命は同じであるものの、き裂が進展する速度（以下、き
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裂進展速度と記す）が抑制される。この「き裂進展速度」の抑制により、対象部位につい
て耐水素割れ性が向上する。
【００３２】
　焼入れオーステナイト化温度は、８８０℃未満であっても、結晶粒の微細化効果を得る
ことは可能であるが、炭窒化物の固溶が不十分となるため、後述する焼戻し後に必要な強
度や靱性が得られなくなる。また、残留応力（引張）が比較的大きくなる原因ともなり得
る。一方、焼入れオーステナイト化温度が９１０℃を超えると、その他の部位に適用され
る焼入れオーステナイト化温度と同様となり、対象部位に必要とされる十分な耐水素割れ
性を確保することができない。このため、耐水素割れ性の向上が特に必要とされる対象部
位については、焼入れオーステナイト化温度は、８８０～９１０℃の範囲に設定される。
なお、同様の理由により、対象部位の焼入れオーステナイト化温度は、下限値を８９０℃
に設定し、上限値を９０５℃に設定することが、より好適である。
【００３３】
　なお、上述した焼入れオーステナイト化温度を所定の保持時間で保持した後、水を噴射
する水スプレーによりロータの急冷が行われて、当該焼入れ工程は完了する。
【００３４】
　（２－２）焼戻し工程
　本実施形態の調質処理において、焼戻し（tempering）を行う。この工程においては、
上述した焼入れ工程を行った後、焼入れオーステナイト化温度に比べて低い温度に設定さ
れた所定の加熱温度（以下、焼戻し温度と記す）にまでロータ材を再び加熱してから冷却
する。これにより、ロータ材は、靱性等の所要の性質を得ることができる。この焼戻しを
する工程を、以下の説明において「焼戻し工程」と記す。なお、当該焼戻し工程について
、図３には「第１段焼戻し」と記す。
【００３５】
　本実施形態の焼戻し工程において、その焼戻し温度は、ロータのうち、耐水素割れ性が
特に必要とされる対象部位については、その他の部位に比べて高い温度に設定される。そ
の他の部位の焼戻し温度は、６００～６６０℃に設定される。一方、対象部位の焼戻し温
度は、その他の部位に比べて高い温度である６６０～７００℃に設定される。このような
焼戻し温度で焼戻しを行うことにより、本実施形態の焼戻し工程は、ロータのうち対象部
位について、焼戻し後に生じる残留応力（引張）を、その他の部位に比べて低減させるこ
とができる。すなわち、対象部位については、その他の部位に比べて残留応力を低減させ
る工程には、当該焼戻し工程（２－２）が含まれている。
【００３６】
　図３に「第１段焼戻し」に示すように、本実施形態において、対象部位の焼戻し温度は
、６７０℃に設定され、その他の部位の焼戻し温度は、６３０℃に設定されている。焼戻
し工程においては、ロータ材を、上述した焼戻し温度に達するまで加熱し、当該焼戻し温
度を、所定の保持時間、保持した後、冷却する。なお、焼戻し温度の保持時間は、２０時
間に設定されている。
【００３７】
　ロータ材に作用する応力には、外部応力（外力）と内部応力（残留応力）がある。耐水
素割れ性の向上が特に必要とされる対象部位については、その他の部位に比べて高い温度
６６０～７００℃で焼戻しを行うことにより、残留応力（引張）が低減される分、ロータ
材に作用する応力が低減される。これにより、ロータの対象部位における水素割れの進展
を抑制することができる。
【００３８】
　上述したフェライト系合金鋼において、残留応力（引張）を低減する効果は、６６０℃
以上であれば得られるが、７００℃を超えると、ロータの強度が低下する。このため、耐
水素割れ性の向上が特に必要とされる対象部位については、焼戻し温度は、６６０～７０
０℃に設定される。なお、同様の理由により、対象部位については、焼戻し温度の下限値
を６６５℃に設定し、上限値を６８５℃に設定することが、より好ましい。
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【００３９】
　なお、蒸気タービン用ロータのうち、対象部位の焼戻し温度を、その他の部位の焼戻し
温度に比べて高温にする手法としては、高周波誘導加熱法（high-frequency induction h
eating）を用いることができる。ロータのうち耐水素割れ性が特に必要とされる対象部位
のみ、高周波誘導加熱法により加熱することで、対象部位の焼戻し温度を、その他の部位
の焼戻し温度に比べて高温にすることができる。
【００４０】
　〔ロータ材と熱処理条件〕
　本実施形態の蒸気タービン用ロータの製造方法（熱処理方法）を、各種のロータ材に適
用した場合の耐水素割れ性について、図２～図６を用いて説明する。
【００４１】
　図２は、本実施形態の蒸気タービン用ロータ材の一例を説明する説明図であり、評価に
供されたロータ材（以下、供試材と記す）の成分を示している。図２に示す供試材は、真
空誘導溶解炉（ＶＩＭ）によって溶製され、鍛造を行った３個の５０ｋｇ試験鋼塊Ａ，Ｂ
，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇを用いた。
【００４２】
　図３は、本実施形態の製造方法の熱処理条件を示す図である。図４は、本実施形態の製
造方法の熱処理が施された供試材の結晶粒度（G.S.No.）、残留応力（最大引張応力）及
び耐水素割れ性の判定結果を示す図である。図５は、比較例の熱処理条件を示す図である
。図６は、比較例の熱処理が施された供試材の結晶粒度（G.S.No.）、残留応力（最大引
張応力）及び耐水素割れ性の判定結果を示す図である。
【００４３】
　結晶粒度（G.S.No.）は、ＪＩＳで規定された旧オーステナイト結晶粒度を結晶粒度標
準図と比較することによって求めた。G.S.No.は、数値が大きくなるに従って、結晶粒径
が小さくなることを表している。
【００４４】
　残留応力（最大引張応力）は、下記の式（１）とＸ線応力測定法を用いて求めた。
【００４５】
　nλ＝２ｄsinθ・・・（１）
　式（１）において、
　ｎ：回折の次数
　λ：X線の波長
　ｄ：材料の結晶格子面間隔
　θ：回折角
を示している。
【００４６】
　式（１）に示すＸ線回折におけるブラッグの法則で、θ（回折角）が分かればｄ（材料
の結晶格子面間隔）が求められ、標準結晶格子面間隔との差からひずみを求め、ヤング率
とポアソン比から残留応力を算出することができる。
【００４７】
　耐水素割れ性は、材料の腐食によって発生した水素が材料中に進入、拡散し、非金属介
在物とマトリックス（主要金属、母材）との界面に集まり、分子化して出来た水素ガスの
圧力に起因して生じる割れに対する抵抗性である。
【００４８】
　水素割れ性の試験は、ＮＡＣＥ基準（ＴＭ０２８４，Evaluation of Pipeline and Pre
ssure Vessel Steels for Resistance to Hydrogen-Induced Cracking）に従って実施し
た。ｐＨ４の５％ＮａＣｌ＋０．５％酢酸溶液中に、試験温度２４±２．８℃で９６時間
浸漬した後、断面を切断評価し、割れの有無を確認した。試験片サイズは５０ｍｍ×３０
ｍｍ×１０ｍｍで、供試材ごとに３個の試験片を用い、いずれの試験片にも割れの発生が
認められない場合のみ「耐水素割れ性：○」、それ以外は「耐水素割れ性：×」とした。
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【００４９】
　図３及び図４に示す例のように、調質前焼鈍、焼入れ、焼戻し（第１段焼戻し及び第２
段焼戻し）を本実施形態の熱処理条件の範囲で実施した場合、少なくとも耐水素割れ性が
必要される対象部位については、すべて耐水素割れ性は「○」であった。
【００５０】
　しかしながら、図５及び図６に示す比較例のように、調質前焼鈍、焼入れ、焼戻し（第
１段焼戻し及び第２段焼戻し）のうち、いずれかの条件が、本実施形態の熱処理条件の範
囲を満たさないで実施した場合には、耐水素割れ性を必要とする対象部位は、いずれも耐
水素割れ性は「×」であった。
【００５１】
　すなわち、本実施形態の蒸気タービン用ロータの製造方法は、耐水素割れ性を特に必要
とする対象部位において、良好な耐水素割れ性が与えられることが明らかとなった。
【００５２】
　以上に説明したように、本実施形態の蒸気タービン用ロータの製造方法は、ロータのう
ち対象部位については、その他の部位に比べて、残留応力を低減させる工程（２－２）を
有するものとした。ロータのうち対象部位については、焼戻し後に生じる残留応力が、そ
の他の部位に比べて低減されることにより、水素割れの進展を抑制することができ、耐水
素割れ性を向上させることができる。
【００５３】
　また、本実施形態において、残留応力を低減させる工程は、前記ロータについて焼入れ
を行った後に当該ロータの焼戻しを行う工程である焼戻し工程（２－２）を含んでいる。
当該焼戻し工程において、図３に構成例４，５，７～９，１２，１３，１５，１６，１８
，１９，２１，２３，２５，２７～３１，３４～４０，４２で示すように、蒸気タービン
用ロータの対象部位については、その加熱温度である焼戻し温度（第１段焼戻し）が、そ
の他の部位に比べて高い温度に設定されている。このように焼戻し温度を設定することに
より、対象部位については、その他の部位に比べて残留応力を低減することができる。
　なお、本明細書において「構成例」（図３参照）は、本願の請求項に係る発明の実施例
ではない。構成例１～４２のうち、本願の請求項１に係る発明の実施例は、１９～２１，
２６～３１，３４～３７，４２である。その他の例１～１８，２２～２５，３２，３３，
３８～４１は、残留応力低減及び結晶粒微細化の効果の理解に役立つ例である。
【００５４】
　なお、本実施形態において、蒸気タービン用ロータの対象部位については、高周波誘導
加熱法により加熱することにより、その他の部位に比べて高い温度に設定された焼戻し温
度にするものとした。高周波誘導加熱法により、ロータのうち特に耐水素割れ性が必要と
される対象部位のみ、その焼戻し温度を、その他の部位に比べて高温にすることができる
。
【００５５】
　また、本実施形態において、対象部位については、その他の部位に比べて、結晶粒を微
細化させる工程（２－１）をさらに有するものとした。対象部位について結晶粒が微細化
させることにより、強度及び靱性を向上させると共に水素割れの進展速度をより遅いもの
にすることができる。
【００５６】
　また、本実施形態において、「結晶粒を微細化させる」工程は、焼戻し工程（２－２）
の前に当該ロータの焼入れを行う工程である焼入れ工程（２－１）を含んでいる。当該焼
入れ工程（２－１）において、図３に構成例２，３，１９～２１，２６～３７，４１，４
２で示すように、対象部位については、その加熱温度であるオーステナイト化温度が、そ
の他の部位に比べて低い温度に設定されているものとした。このようにオーステナイト化
温度を設定することにより、対象部位については、その他の部位に比べて結晶粒を微細化
させることができる。
【００５７】



(10) JP 6411084 B2 2018.10.24

10

20

30

40

50

　また、本実施形態において、蒸気タービン用ロータは、図２に供試材Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，
Ｅ，Ｆ，Ｇで示すように、炭素が０．１５～０．３３％、ケイ素が０．０３～０．２０％
、マンガンが０．５～２．０％、ニッケルが０．１～１．３％、クロムが０．９～３．５
％、モリブデンが０．１～１．５％、バナジウムが０．１５～０．３５％、窒素が０．０
０５～０．０１５％、任意成分としてタングステンが１．０％以下、質量％で含有されて
いるフェライト系合金鋼により構成されているものとした。このようなフェライト系合金
鋼でロータを構成することにより、硫化水素等の腐食性の高いガスに曝されても、水素割
れが生じにくく、仮に、耐水素割れが生じても、き裂が進展しにくいロータを実現するこ
とができる。
【００５８】
　また、図３に構成例４，５，７～９，１２，１３，１５，１６，１８，１９，２１，２
３，２５，２７～３１，３４～４０，４２で示すように、蒸気タービン用ロータの対象部
位について、焼戻し工程の加熱温度、すなわち焼戻し温度は、６６０～７００℃に設定さ
れているものとした。上述したフェライト系合金鋼において、残留応力を低減する効果は
、６６０℃以上の焼戻し温度であれば得られる。しかし、焼戻し温度が７００℃を超える
と、ロータの強度が低下してしまう。このため、耐水素割れ性の向上が特に必要とされる
対象部位については、焼戻し温度を、６６０～７００℃に設定することで、強度の低下を
抑制しつつ、残留応力を低減させることができる。
【００５９】
　なお、上述した実施形態の焼戻し工程（２－２）において、対象部位の焼戻し温度は、
６７０℃に設定され、その他の部位については、６３０℃に設定されるものとしたが、本
発明に係る焼戻し温度は、これに限定されるものではない。例えば、図に示すように、対
象部位を、その他の部位と同一の焼戻し温度である６３０℃にすることもできる。
【００６０】
　また、図３に構成例２，３，１９～２１，２６～３７，４１，４２で示すように、焼入
れ工程（２－１）において、対象部位については、オーステナイト化温度が、８８０～９
１０℃に設定されているものとした。オーステナイト化温度が８８０℃未満であると、炭
窒化物の固溶が不十分となるため、後述する焼戻し後に必要な強度や靱性が得られなくな
り、残留応力が比較的大きくなる原因ともなり得る。一方、焼入れオーステナイト化温度
が９１０℃を超えると、対象部位に必要とされる十分な耐水素割れ性を確保することが困
難になる。このため、耐水素割れ性の向上が特に必要とされる対象部位については、焼入
れオーステナイト化温度を、８８０～９１０℃に設定することで、必要な強度や靱性を確
保しつつ、結晶粒を微細化させることができる。
【００６１】
　また、本実施形態において、上述した「結晶粒を微細化させる」工程は、焼入れ工程（
２－１）の前に焼鈍しを行う工程である調質前焼鈍工程（１）を含み、当該調質前焼鈍工
程（１）において、その加熱温度である調質前焼鈍温度は、１０５０～１３００℃に設定
されているものとした。このような温度で調質前工程を行うことにより、比較的高い割合
でパーライト組織を生成することができる。当該パーライト組織の割合が高いロータ材に
、上述した焼入れ工程（２－１）を行うことにより、より結晶粒を微細化させることがで
きる。
【００６２】
　なお、上述した本実施形態の調質処理において、焼戻しは、一度だけ行うものとしたが
、本発明に係る調質処理の態様は、これに限定されるものではない。例えば、調質処理に
おいて焼戻し工程を２回行うことも好適であり、他の調質処理の一例について以下に説明
する。
【００６３】
　〔第２の実施形態〕
　本実施形態の調質処理について説明する。本実施形態においては、蒸気タービン用ロー
タの全体について二段階の焼戻しを行う。加えて、調質処理の焼入れ工程における焼入れ
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オーステナイト化温度が、第１の実施形態と異なっており、以下に詳細を説明する。なお
、第１の実施形態と略共通の構成については、説明を省略する。
【００６４】
　（２－１Ｂ）焼入れ工程
　本実施形態の焼入れ工程において、その焼入れオーステナイト化温度は、蒸気タービン
用ロータのうち、耐水素割れ性が特に必要とされる対象部位と、その他の部位で同じ温度
に設定される。すなわち、対象部位とその他の部位を含むロータ全体について、均一の焼
入れオーステナイト化温度で焼入れが行われる。この焼入れオーステナイト化温度は、９
１０～９５０℃に設定される。なお、第１の実施形態と同様に、対象部位については、そ
の焼入れオーステナイト化温度を、その他の部位に比べて低い温度に設定するものとして
も良い。
【００６５】
　（２－２Ｂ）二段階の焼戻し工程
　本実施形態の調質処理においては、二段階の焼戻しを行う。すなわち、本実施形態の調
質処理の焼戻し工程は、第１段の焼戻し工程（２－２Ｂ１）と、第２段の焼戻し工程（２
－２Ｂ２）とを有している。なお、第１段の焼戻し工程における焼戻し温度を、以下の説
明において「第１段焼戻し温度」と記し、第２段の焼戻し工程における焼戻し温度を「第
２段焼戻し温度」と記す。
【００６６】
　（２－２Ｂ１）第１段の焼戻し工程
　第１段の焼戻し工程においては、蒸気タービン用ロータのうち、対象部位と、その他の
部位との双方について、その加熱温度である第１段焼戻し温度は、６００～７００℃に設
定される。なお、対象部位の第１段焼戻し温度と、その他の部位の第１段焼戻し温度は、
同一の温度に設定することができる。以下、図３及び図５を用いて説明する。
【００６７】
　各図に示すように、第１段焼戻し温度は、対象部位については、６７０℃に設定され、
その他の部位については、６３０℃に設定されている。第１段の焼戻し工程においては、
ロータ材を、第１段焼戻し温度に達するまで加熱し、当該第１段焼戻し温度を、所定の保
持時間、保持した後、冷却する。なお、第１段焼戻し温度の保持時間は、２０時間に設定
されている。
【００６８】
　なお、対象部位の第１段焼戻し温度は、各図に示すように、その他の部位と同じ６３０
℃に設定するものとしても良い。また、対象部位については、その表層のみが第１段焼戻
し温度である６７０℃となるよう加熱するものとしても良い。
【００６９】
　また、第１段の焼戻し工程において、対象部位については、第１段焼戻し温度を、最も
高い点で６７０℃に設定し、対象部位からその他の部位に向かうに従って第１段焼戻し温
度が低くなるよう加熱する、いわゆる傾斜加熱を行うことも好適である。なお、第１段の
焼戻し工程においては、その他の部位の第１段焼戻し温度が６３０℃に設定されている。
傾斜加熱をすることにより、ロータのうち「所定の位置」について、強度を高める熱処理
等を行う必要がなくなる。上述した第１段の焼戻し工程（２－２Ｂ１）を行った後、第２
段の焼戻し工程（２－２Ｂ２）を行う。
【００７０】
　（２－２Ｂ２）第２段の焼戻し工程
　第２段の焼戻し工程においては、蒸気タービン用ロータのうち、対象部位と、その他の
部位との双方について、その加熱温度である第２段焼戻し温度は、６００～７００℃に設
定される。第２段の焼戻し工程においては、ロータ材を、第２段焼戻し温度に達するまで
加熱し、当該第２段焼戻し温度を、所定の保持時間、保持した後、冷却する。第２段焼戻
し温度の保持時間は、２０時間に設定されている。なお、対象部位の第２段焼戻し温度と
、その他の部位の第２段焼戻し温度は、同一の温度に設定することができる。例えば、図
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３に示すように、第２段焼戻し温度を６３０℃に設定することができる。
【００７１】
　また、対象部位の第２段焼戻し温度を、その他の部位の第２段焼戻し温度に比べて高い
温度に設定することも好適である。例えば、図に示すように、対象部位については、第２
段焼戻し温度を、最も高い点で６７０℃に設定し、対象部位からその他の部位に向かうに
従って第２段焼戻し温度が低くなるよう加熱する傾斜加熱を行うことも好適である。
【００７２】
　第２段の焼戻し工程において傾斜加熱を行う場合、対象部位については、炉内で第２段
焼戻し温度に加熱する。このとき、その他の部位については、第２段の焼戻しを必要とし
ていないため、炉外に出した状態にしておく。その他の部位をこれにより、対象部位から
その他の部位に向かうに従って第２段焼戻し温度が低くなるよう加熱する傾斜加熱を実現
している。
【００７３】
　図３に構成例６～８，１０～２７，３２～３７，３９～４２で示すように、本実施形態
において、焼戻し工程（２－２Ｂ）は、６００～７００℃に設定された第１段焼戻し温度
に加熱して焼戻す工程である第１段の焼戻し工程（２－２Ｂ１）と、当該第１段の焼戻し
工程（２－２Ｂ１）の後に行われ、６００～７００℃に設定された第２段焼戻し温度に加
熱して焼戻す工程である第２段の焼戻し工程（２－２Ｂ２）とを含むものとした。
【００７４】
　焼入れ工程（２－１Ｂ）において、ロータ材のほとんどが焼入れベイナイト組織になる
が、残留オーステナイト組織が残った場合、次の焼戻しの段階で、すべてが焼戻しベイナ
イト組織にならずに、一部、焼入れベイナイト組織が残留する。このため、ロータ材は、
強度と靭性のバランスのとれた焼戻しベイナイト組織と、強度が高く靭性の低い焼入れベ
イナイト組織との混在組織となり、この両者の組織間でひずみが蓄積されて、残留応力が
増加する。
【００７５】
　そこで、二段階の焼戻し処理（２－２Ｂ１）及び（２－２Ｂ２）を施して、焼入れベイ
ナイト組織を、完全に焼戻しベイナイト組織に変化させることにより、残留応力を低減さ
せることができる。第１段焼戻し温度、第２段焼戻し温度ともに、６００℃を超えるとこ
の効果が得られるが、７００℃を超えるとロータ材に必要な強度を満たさなくなる。この
ため、特に耐水素割れ性を向上させる必要がある対象部位においては、第１段焼戻し温度
、第２段焼戻し温度ともに、６００～７００℃の範囲に限定して、二段階の焼戻しを行う
ことにより、残留応力を低減させることができる。これにより、ロータの対象部位におけ
る水素割れの発生と、水素割れの進展を抑制することができる。
【００７６】
　また、図３に構成例４，５，７～９、１２～３１，３４～４０，４２に示すように、対
象部位については、第１段焼戻し温度及び第２段焼戻し温度のうち少なくとも一方が、そ
の他の部位に比べて高い温度に設定されており、且つ当該温度は、６６０～７００℃に設
定されているものとした。フェライト系合金鋼において、残留応力を低減する効果は、６
６０℃以上の焼戻し温度であれば得られる。一方、焼戻し温度が７００℃を超えると、ロ
ータの強度が低下してしまう。このため、耐水素割れ性の向上が特に必要とされる対象部
位については、第１段の焼戻し工程（２－２Ｂ１）及び第２段の焼戻し工程（２－２Ｂ２
）のうち少なくとも一方の工程において、その焼戻し温度を６６０～７００℃にすること
で、強度の低下を抑制しつつ、残留応力を低減させることができる。
【００７７】
　また、図３に構成例１３～２７で示すように、第１段の焼戻し工程（２－２Ｂ１）及び
第２段焼戻し工程（２－２Ｂ２）のうち少なくとも一方の工程において、対象部位からそ
の他の部位に向かうに従って焼戻し温度が低くなるように加熱する傾斜加熱を行うものと
した。ロータのうち「所定の位置」について、強度を高める熱処理等を行う必要がなくな
る。
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　加えて、図３に構成例２２～２７で示すように、上述した第２段焼戻し工程において、
傾斜加熱を行う場合、対象部位については、炉内で第２段焼戻し温度に加熱し、その他の
部位については、炉外に出した状態で、焼戻しを行うものとした。第２段の焼戻し工程に
おいては、対象部位以外の「その他の部位」については、焼戻しを必要としていない。こ
のため、「その他の部位」については、炉外に出した状態で冷却することが可能である。
【００７９】
　なお、図３に構成例６，１０，１１，３２，３３，４１で示すように、対象部位とその
他の部位は、同一の第１段焼戻し温度に設定されており、且つ当該第１段焼戻し温度は、
６００～６６０℃に設定されており、対象部位とその他の部位は、同一の第２段焼戻し温
度に設定されており、且つ当該第２段焼戻し温度は、６００～６６０℃に設定されている
ものとすることもできる。この方法においても図４に示すように、対象部位の耐水素割れ
性を確保することが可能である。
【００８０】
　〔他の実施形態〕
　なお、上述した各実施形態の焼入れ工程において、その焼入れオーステナイト化温度は
、耐水素割れ性が特に必要とされる対象部位については、その他の部位に比べて低い温度
であるものとしたが、本発明に係る焼入れオーステナイト化温度は、これに限定されるも
のではない。例えば、図に示すように、対象部位と、その他の部位で同一の焼入れオース
テナイト化温度に設定するものとしても良い。
【００８１】
　また、本実施形態において、耐水素割れ性を特に向上させる対象部位は、図１に示すよ
うに、蒸気タービン１の上流側の羽根植込み部２０ａ，２１ａ，２２ａ，２３ａをそれぞ
れ含むロータの段落部２０，２１，２２，２３であるものとしたが、本発明に係る対象部
位は、この態様に限定されるものではない。蒸気中の腐食成分が堆積し易く、耐水素割れ
性を向上させる必要がある部位であれば、ロータのうち任意の部位を、対象部位とするこ
とができる。
【００８２】
　本発明のいくつかの実施形態について説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は
その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種
々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範
囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含ま
れる。
【符号の説明】
【００８３】
１　蒸気タービン
３　静翼
５　ケーシング
１０　ロータ
１２　動翼
２０，２１，２２，２３　ロータの段落部（対象部位）
２０ａ，２１ａ，２２ａ，２３ａ 羽根植込み部
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